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お知らせ

問
産
業
課

　
（
野
木
町
認
定
農
業
者
協
議
会
事
務
局
）

　

撒（
57
）４
１
５
１

　

農
作
物
の
収
穫
体
験
を
通
し
て
、

私
た
ち
の「
食
」に
つ
い
て
見
直
し
て

み
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
町

認
定
農
業
者
協
議
会
で
は
、
町
内
農

家
の
協
力
を
得
て
、
収
穫
体
験
を
開

催
し
ま
す
。

日
平
成
30
年
１
月
27
日（
土
）13
時
〜

所
川
田
集
落
セ
ン
タ
ー

　

（
野
木
町
川
田
５
７
２-

１
）

※
申
し
込
み
時
に
地
図
を
お
渡
し
い

　

た
し
ま
す
。

容
ち
ぢ
み
ほ
う
れ
ん
草
の
収
穫
体
験
、

　

収
穫
作
物
試
食

　

（
豚
汁
を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
）

対
町
内
在
住
者（
家
族
で
の
参
加
歓
迎
）

※
中
学
生
以
下
だ
け
で
の
参
加
は
不
可

定
先
着
15
家
族

儡
ひ
と
家
族
５
０
０
円

申 

12
月
11
日（
月
）〜
22
日（
金
）

　

参
加
料
を
添
え
て
問
い
合
わ
せ
先

　

へ
※
申
し
込
み
の
際
に
詳
し
い
案
内
を

　

配
付
し
ま
す
。

問
産
業
課

　
（
町
農
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
協
議
会
事
務
局
）

　

撒（
57
）４
１
５
１

　

農
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
協
議
会

で
は
、
地
産
地
消
・
食
育
の
推
進
を

め
ざ
し
料
理
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

生
産
者
で
食
育
ソ
ム
リ
エ
の
岩
﨑

さ
ん
に
よ
る
簡
単
に
で
き
る
米
粉
ま

ん
じ
ゅ
う
づ
く
り
で
す
。
是
非
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

日
平
成
30
年
１
月
27
日（
土
）

　

10
時
〜
13
時

所
町
公
民
館　

調
理
室

定
先
着
20
名

対
町
在
住
在
勤
者

儡
５
０
０
円（
材
料
費
等
）

持
参
す
る
も
の

　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
マ
ス
ク
、 

　

筆
記
用
具

申 

12
月
18
日（
月
）〜
22
日（
金
）

　

参
加
料
を
添
え
て
問
い
合
わ
せ
先

　

へ

　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込日 容 儡所 定対 申

～ ～

問
税
務
課
撒（
57
）４
１
２
４

■
　

町
税
は
、
納
期
限
ま
で
に
自
主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
あ
り
、
町

民
の
皆
さ
ん
の
生
活
に
必
要
な
福
祉
や
教
育
、
ま
ち
づ
く
り
な
ど
行
政
サ
ー

ビ
ス
を
行
う
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。
町
税
等
の
納
期
が
過
ぎ
て
も
未
納

の
人
は
早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
野
木
町
を
含
め
県
内
全
市
町
は
、
県

と
連
携
し
て
納
期
内
に
納
付
し
て
い
る
方
と
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、

12
月
を
滞
納
整
理
強
化
月
間
と
し
て
徴
収
の
強
化
に
取
り
組
み
ま
す
。

■
　

給
与
収
入
な
ど
納
税
で
き
る
支
払
能
力
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
住
宅
ロ
ー

ン
や
他
の
借
り
入
れ
な
ど
の
支
払
い
を
優
先
し
て
納
税
い
た
だ
け
な
い
人

に
は
給
与
差
押
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
町
が
勤

務
先
に
給
与
照
会
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
町

税
等
滞
納
の
事
実
が
勤
務
先
に
わ
か
る
こ
と
に

な
り
社
会
的
な
信
用
も
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
他
差
押
え
の
対
象
は
、
預
貯
金
、
生
命
保
険
、

不
動
産
、
確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
の
還
付
金

な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

■
　

栃
木
県
地
方
税
滞
納
整
理
推
進
機
構
は
、
県
と
市
町
が
連
携
し
、
協
議
・

進
行
管
理
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
財
産
調
査
や
滞
納
処
分
を
迅
速
・
確
実
に

行
い
ま
す
。
町
で
は
徴
収
の
難
し
い
滞
納
案
件
を
栃
木
県
地
方
税
滞
納
整
理

推
進
機
構
に
移
管
し
成
果
を
上
げ
て
い
ま
す
。

差押


